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１．事業概要

（１）

　①事業の現況

19 人

うち 人 人

5 人 人

13 人 人

1 人

　②施設

人

㎡ ㎡

日 人

（２） 現在の経営状況

由仁町介護老人保健施設事業経営戦略

団 体 名 由仁町

事 業 名 由仁町介護老人保健施設事業

策 定 日 5

計 画 期 間 5 年度 9

事　業　形　態　等

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分 非適 事 業 開 始 年 月 日 平成30年3月

事 業 の 内 容 介護老人保健施設
指定管理者制度導入状

況
直営

職 員 数

常勤医師数 理学療法士又は作業療法士

　　　看護職員数 事務職員

　　　介護職員数 その他職員

　　　介護支援専門員数

施 設 数 1 定 員 29

延 床 面 積 1,817 居 室 床 面 積 243

サ ー ビ ス 日 数 365 年 延 利 用 者 数 5,819

　収益面においては、空床利用型の短期入所療養介護を開
始してから居宅サービス収益が年々増加しているが、新型コ
ロナウイルス感染症の影響もあり、施設サービス収益が36百
万円から55百万円の間で推移しており安定していない状況で
ある。
　一方、費用面においては、介護職員を安定して雇用するた
めに職員給与費が増加してきている。
　全体として、介護サービス収益だけで費用を賄うことができ
ないため、一般会計からの繰入金により収支の均衡を保って
いる。

※　一般会計繰入金は児童手当に要する経費に対する繰入
れのほか、資金不足解消分として繰入れしている。

－1－



（３） これまでの主な経営健全化の取組

２．将来の事業環境等

（１） 介護保険サービス事業における主な取組

（２） 高齢者人口等の予測

（３） 介護需要の予測

　平成30年３月に「国民健康保険由仁町立病院新改革プラン」に基づき療養病床45床を定員29人の介護老人保健施設に病床
転換し、事業を開始した。併設の有床診療所と一体的に運営することにより、単独で運営するよりも、職員の兼務や材料費の購
入などで経費の無駄を省き、節減を図っている。
　介護家族の身体的、精神的負担の軽減を図り、また、介護サービス収益の増収につなげるため、平成31年３月より空床利用
型４床の短期入所療養介護を開始、令和元年９月より空床利用数を８床に拡大した。
　介護職員の安定的な雇用を図るため賃金改善を行い、その財源として、介護職員処遇改善加算の取得をしている。

　当町は、高齢者が住み慣れた地域で生きがいをもち、安心して暮らせるまちを基本理念として、いわゆる団塊の世代全てが75
歳以上となる令和７年及びさらにその先の団塊ジュニア世代が65歳となる令和22年を見据え、限られた資源を有効に活用しな
がら、医療、介護、予防、生活支援、住まいを包括的に地域全体で支える地域包括ケアシステムを深化・充実させていくことを
目標にしている。
　当該事業は、町内唯一の有床診療所を併設した介護老人保健施設として、在宅医療と介護を切れ目なく一体的に提供し、在
宅復帰支援に取り組み、また、空床利用型の短期入所療養介護（予防含む）を併設し、介護家族の身体的、精神的負担の軽減
を図るため、在宅療養者の受け入れに取り組んでいる。

　総人口、高齢者数ともに今後減少し続けるが、後期高齢者数は令和12年までは年々増加し、その後減少に転じる見込みであ
る。それに伴い、要介護・要支援認定者数は令和12年に向けて増加し、その後、減少に転じていくことが見込まれる。
　一方、高齢化率は高齢者数が減少しても増加する見込みである。

　○高齢者人口・高齢化率の推計 　○要介護・要支援認定者数の推計

　　（出典：介護保険事業計画） 　　（出典：介護保険事業計画）

　（２）「高齢者人口等の予測」のとおり、今後の介護需要は令和12年に向けて増加していく見込みであり、その後、減少に転じ
ていくことが見込まれる。
　介護老人保健施設は、在宅療養の推進に伴い、中間施設として利用増が見込まれ、また、短期入所療養介護は在宅療養者
の増加に伴うレスパイト利用が見込まれる。

　○介護老人保健施設利用者数（人/月） 　○短期入所療養介護利用者数（人/月）

　　（出典：介護保険事業計画） 　　（出典：介護保険事業計画）
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（４） 施設の見通し

（５） 組織の見通し

３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

（１） 投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り

①　収支計画策定に当たっての数値目標

②　収支計画のうち投資についての説明

③　収支計画のうち財源についての説明

④　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

　近隣市町を含めると複数の施設があるが、町内には介護老人保健施設及び短期入所療養介護は当該事業の１施設のみで
あり、介護保険事業計画においては民間事業所を含めて新規施設の計画はない状況である。

　併設の有床診療所と一体的に直営で運営していることから、医師、看護職員、理学療法士、事務職員などは兼務職員で賄
い、安定した介護サービスを提供するためには介護職員の確保が必要であることから、処遇改善を図り、引き続き確保できるよ
う努めていく。

　高齢者等の保健医療の向上及び福祉の増進を図るとともに、心身の状況等に応じた適切な看護及び機能訓練その他必要な
医療を提供するため、介護老人保健施設を運営する。町内唯一の有床診療所を併設し、一体的に運営することで、医療と介護
を切れ目なく提供し、地域包括ケアシステムの構築に資するものである。在宅復帰を支援する当該事業は町内に民間事業所が
ないことから公営企業として実施するものであり、資金不足分は一般会計が負担する。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

　１日当たり施設サービス利用者数16人、居宅サービス利用者1.5人を目標とする。
　介護サービスを安定して提供するためには、介護職員を安定して雇用する必要があることから、介護職員の処遇改善に努
め、その財源は介護職員処遇改善加算等を取得していく。
　併設の有床診療所と一体的に運営することで、職員の兼務や材料費の購入などで経費の節減を図る取組を継続して実施す
る。
　設備の状況等に伴い適宜改修を行うが、経営が安定していないこと、また、施設の耐用年数を過ぎていることから、企業債の
借入れは行わない。

　施設は昭和45年建設で老朽化が進んでいるため、定期的な改修が必要である。併設の診療所が事業主体となって改修事業
を行い、負担金を支出する。また、介護のために必要な介護用備品の購入を適宜行う。なお、財源として企業債の借入れは行
わない。
　主な内容
　　令和４年度　介護システム更新2.5百万円、介護用電動ベッド購入1.5百万円
　　令和５年度　ボイラ更新3.7百万円、外壁塗装２百万円
　　令和９年度　介護システム更新３百万円

　介護サービス収益を、１日当たり施設サービス利用者数16人、居宅サービス利用者1.5人で積算している。
　投資的経費に対する企業債の借入れは行わない。
　一般会計から児童手当に要する経費に対する繰入れのほか、資金不足解消分として繰入れを受ける。

　令和５年度の収支計画をベースに、職員給与費は定期昇給等に伴う上昇を見込み、その他経費は物価高騰に伴う上昇分を
見込んだ。
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①　投資についての検討状況等

②　財源についての検討状況等

③　投資以外の経費についての検討状況等

５．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

地域包括ケアシステムの構築に関する事項

施設等の統合・縮小・廃止に関する事項
施設は昭和45年建設で耐用年数の50年を過ぎていることから、適宜必要な改修を行うが、将来的
に、併設の有床診療所を含めて施設の今後のあり方を検討していく必要がある。

新技術の導入に関する事項

民間の活力の活用に関する事項
（ＰＰＰ・ＰＦＩ など）

その他

介護保険適用外の料金の見直しに関する事項

利用状況に関する事項

資金管理・調達・繰入金に関する事項
資金管理は特別会計として一般会計と一体的に実施する。繰入金は繰出基準に基づく繰入れのほ
か資金不足解消分として一般会計から繰入れを受ける。

資産の有効活用に関する事項

その他

民間の活力の活用に関する事項
（指定管理者制度、ＰＰＰ・ＰＦＩ など）

指定管理者制度、ＰＰＰ・ＰＦＩなど民間の活力の活用を検討する場合については、直営の併設の有床
診療所と一体的に運営していることから、併設診療所を含めて考える必要があり、併設診療所では在
宅医療に力を入れながら地域包括ケアシステムの推進している状況であることから、現段階では検
討していない。

職員給与費の適正化に関する事項
地域的状況から年齢層の高い職員が多く、職員給与費が高い傾向にあることから、職員給与費の上
昇を抑えるため、会計年度任用職員の活用を図る。

組織体制の効率化に関する事項
併設の有床診療所と一体的に運営することで一部を兼務職員で賄うことで組織体制の効率化を図っ
ている。

その他

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

毎年、計画と実績との乖離を確認し、原則、５年毎に見直しを行う。また、介護報酬及び介護保険事業計画など
に大幅な改定がある場合には５年を経ずに見直しを行う。
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年
度

前
年

度

区
分

（
決

算
）

決
算

見
込

本
年

度
令

和
５

年
度

令
和

６
年

度
令

和
７

年
度

令
和

８
年

度
令

和
９

年
度

(J
)

1
5
3

△
 2

1
7

3
6

△
 1

0
0

0
0

(K
)

(L
)

6
9

2
2
2

5
4
1

4
0

4
0

4
0

4
0

(M
)

(N
)

2
2
2

5
4
1

4
0

4
0

4
0

4
0

4
0

(O
)

(P
)

2
2
2

5
4
1

4
0

4
0

4
0

4
0

4
0

(Q
)

(Q
)

(B
)-

(C
)

(A
)

(D
)+

(H
)

(S
)

4
5
,9

8
8

7
0
,2

7
1

6
6
,1

0
0

7
7
,6

7
4

7
7
,0

0
0

7
7
,0

0
0

7
7
,0

0
0

7
7
,0

0
0

（
T
)

(U
)

(V
)

(W
)

(X
)

○
他

会
計

繰
入

金
（
単

位
：
千

円
）

年
　

　
　

　
　

度
前

々
年

度
前

年
度

区
分

（
決

算
）

決
算

見
込

7
0
,5

6
8

5
5
,8

5
9

5
3
,0

2
0

5
8
,3

1
4

6
0
,9

7
5

6
0
,9

7
5

6
0
,9

7
5

6
0
,9

7
5

4
0

2
0
0

2
4
0

2
4
0

2
4
0

2
4
0

2
4
0

7
0
,5

2
8

5
5
,8

5
9

5
2
,8

2
0

5
8
,0

7
4

6
0
,7

3
5

6
0
,7

3
5

6
0
,7

3
5

6
0
,7

3
5

4
,2

3
2

1
4
1

4
,3

8
0

6
,0

7
6

2
0
0

2
0
0

2
0
0

3
,0

0
0

4
,2

3
2

1
4
1

4
,3

8
0

6
,0

7
6

2
0
0

2
0
0

2
0
0

3
,0

0
0

7
4
,8

0
0

5
6
,0

0
0

5
7
,4

0
0

6
4
,3

9
0

6
1
,1

7
5

6
1
,1

7
5

6
1
,1

7
5

6
3
,9

7
5

収
支

再
差

引
(E

)+
(I
)

積
立

金

前
年

度
か

ら
の

繰
越

金

前
年

度
繰

上
充

用
金

形
式

収
支

(J
)-

(K
)+

(L
)-

(M
)

翌
年

度
へ

繰
り

越
す

べ
き

財
源

実
質

収
支

黒
字

(N
)-

(O
)

赤
字

営
業

収
益

－
受

託
工

事
収

益
(B

)-
(C

)
地

方
財

政
法

に
よ

る
資

金
不

足
の

比
率

((
R

)/
(S

)×
1
0
0
)

健
全

化
法

施
行

令
第

1
6
条

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額
健

全
化

法
施

行
規

則
第

６
条

に
規

定
す

る
解

消
可

能
資

金
不

足
額

健
全

化
法

施
行

令
第

1
7
条

に
よ

り
算

定
し

た
事

業
の

規
模

健
全

化
法

第
2
2
条

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
不

足
比

率
(（

T
）
/
（
V

）
×

1
0
0
)

他
会

計
借

入
金

残
高

地
方

債
残

高

収
益

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

資
本

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

合
計

赤
字

比
率

（
×

1
0
0

）

収
益

的
収

支
比

率
（

×
1
0
0

）
1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

地
方

財
政

法
施

行
令

第
1
6

条
第

１
項

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額
(R

)

本
年

度
令

和
５

年
度

令
和

６
年

度
令

和
７

年
度

令
和

８
年

度
令

和
９

年
度
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